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～ モラルを意識したタブレットの使用について考えてみませんか？ ～ 
 ９月７日（木）、８日（金）の２日間、２学年においてインフルエンザの蔓延が見られた

ために学年閉鎖の措置をとりました。この２日間は、午前中に実施した３時間分の授業を

オンラインにて配信し、学習機会を確保しました。その際に、残念ながら次のような不適

切な行動が見られましたので以下にお知らせします。 

 

・職員の授業の様子や授業を受けている生徒の画像を、グループラインやインスタグラム

にアップした。その際、加工をしたり音楽をつけたりした事例も見られた。 

・授業の配信中に自らの画像を加工して送り合い楽しんでいた。 

・オンライン授業の合間に自分のスマホでインスタライブを配信していた。 

・オンライン授業中にグループ通話をしていた。 

 

このような事実が判明し、画像をインターネット上にあげられてしまうのが嫌でオン

ライン授業に参加したくないとの相談もありました。これらのことは、情報モラルに反

する行為であり「肖像権」の侵害は法的な問題にもなりかねません。また、自身の画像

を加工され、嘲笑の対象とされてしまうことは、生徒もさることながら、職員も深く傷

つくこととなります。この件に関して、複数名の生徒が関わっていることが判明し、保

護者の協力もあおぎながら指導を行ったところです。 

先月の学校便りでも「中学生のスマホの使い方」を取り挙げたところですが、今回の件

に関しては、私たち職員も非常に大きな問題であると認識した次第です。今後もオンライ

ン授業の機会が生じることを想定し、急きょ職員研修を設けました。その中で、次のよう

な意見が挙げられましたので紹介します。 

 

・ＳＮＳ、タブレットの使用方法やマナーについて、再度生徒と確認する機会を設ける。 

 ・上記情報機器、アプリ等を使う際のルールを生徒間で議論し、ルール整備をする。 

 ・情報モラル教室（７月に１学年で実施しているもの）を全校で行ってはどうか。 

 ・オンライン授業の受け方について、ルールを守り明確化し、周知する。 

 ・日常生活で、生徒自身が自分の行動によって起こる危険を予測させるような活動機会を創設

する。 

 ・日常的、もしくは定期的なオンライン授業を意図的に実施する。（特別な環境にしない） 

 ・肖像権に関して社会科や技術科の授業の中で、知識を習得できる機会を設ける。 

 ・道徳の授業にて情報モラル教育や情報リテラシー学習プログラム等を導入してはどうか。 
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 これらの意見はあくまで「学校としてできること」の一例です。ご家庭でもご理解いた

だきたいのは、一連の問題行為は、成田市から貸与されているタブレットにて行われたこ

とだけでなく、ご家庭のスマートフォンを使用して行われたことでもあります。学校での

教育や指導にも限界がありますので、ご家庭と協力しながら、生徒を健全育成していくた

めにできることを共有し、実践していく必要性を感じています。 

先月の学校便りでも触れましたが、本校の生徒の約９割が、「自分で自由に扱える」スマ

ートフォンを所有しています。言うまでもなく非常に便利な機器ですが、使い方によって

はトラブルに巻き込まれたり、状況によっては人を傷つける凶器ともなってしまいます。

実際問題としてＳＮＳによるトラブルは学校の外側で起因しているものがほとんどで、学

校としても、トラブルの解決に苦慮しています。 

私たち親世代が中学生の頃に存在しなかった機器で

もありますので、子どもたちがどのように使用してい

るのかが想像しづらいかもしれません。先月開催した

教育ミニ集会においては、親世代が正しい知識を身に

つけ、学校と家庭の双方で適切に教育していくことが

大切であると確認したところです。ぜひ、ご家庭でも、

お子様とＩＣＴ機器の活用方法や、保護者としての考

えなどを話し合ってただきたいと思います。学校とし

てもどういった教育が出来のるかを引き続き考え、実践 

して参ります。 

～ 各学級の一生懸命な歌声活動をご観覧ください ～ 

 学校では、１０月１９日（木）の合唱コンクールに向けて熱心

に合唱練習に取り組む姿がみられ、歌声が校舎に響いています。 

今年度も、昨年度同様に本校体育館での開催となります。９月 

１５日（金）付けで Classroomにて発信した電子配信文書に参観 

方法等の詳細が書かれていますのでご確認ください。いくつか 

お問い合わせをいただいておりますので回答いたします。 

 

○各家庭の参観者数、小さなお子様の参観について 

・参観者数の制限は設けていません。フォームから参観者のお名 

 前を入力してください。小さなお子様も参観可としますが、参 

 観場所が体育館２階のランニングコースとなりますので安全に 

 気をつけるようお願いします。また、録音もしておりますので、ご注意ください。 

○駐車場について 

・公津の杜調整池の駐車場（約７０台）を確保していますのでそちらに停めてください。

満車になることも予想されます。その場合は近隣の有料駐車場等の利用をお願いしま

す。校舎脇に駐輪スペースを設けていますので、自転車か徒歩での来校にご協力お願い

します。 

９月２０日職員研修の様子 

生徒も保護者も職員も「公津の杜中でよかった！」と思える学校を目指してまいります。 

 

 

 

朝の会での練習風景 


